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選挙供託について

１ 選挙供託について

選挙供託とは、立候補の濫用防止のため、立候補をするために一定の金

額の供託を義務付け、一定の得票数に満たなかった場合等に、その供託金が

没収されることとなる供託です。つまり、立候補しようとする方は立候補の

届出前に、供託をしなければならず、供託をしたことを証する書面（供託書

正本）を添付して、選挙管理委員会に立候補の届出をすることになります。

また、一定の得票数を獲得した場合には選挙管理委員会からの証明書を

添付し、法務局で取戻しの手続を行うことになります。

２ 供託申請手続について

(1) 供託書の記載について（別添記載例１～４参照）

※ 記載例１・・・市長選挙（本人申請）

記載例２・・・市長選挙（代理人申請）

記載例３・・・議員選挙（本人申請）

記載例４・・・議員選挙（代理人申請）

① 供託書に記載する際の一般的注意事項

ア 供託の際は、専用のＯＣＲ用紙に記入して提出してください。

イ 供託書は、太枠で囲まれた部分だけを記載してください。

ウ 供託書に記載する文字は、ボールペンで丁寧にはっきりと書いてく

ださい。

エ 供託者の住所氏名は、住民票に記載のとおり正確に記載してくださ
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い（ＯＣＲ用紙に記入した内容がそのまま供託書正本に印字されま

す。）。

オ 金銭その他の数量、年月日等を記載するには、「１、２、３、１０」

等のアラビア数字を用いなければなりません。

カ 供託書には、押印の必要はありません。訂正印も不要です。

② 供託者の住所・氏名（住民票と同じ記載）

供託者の住所・氏名を記載します。

住民票に記載されているとおり、正確に記載してください。

※ ○番地○、●番●号（「 － 」や「の」で省略しないこと）
ハイフン

③ 供託の原因たる事実

選挙告示日前と告示日では、記載内容が若干異なりますのでご注意く

ださい。)。

なお、推薦人届出の記載例が必要な方は、法務局にご連絡ください。

④ 供託金額

市長選挙 ￥１，０００，０００円

議員選挙 ￥３００，０００円

※金額の冒頭に「￥」記号を記入してください。

(2)供託申請の添付書類について

①本人申請の場合

添付書類はありません。

②代理人申請の場合
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委任状の添付が必要です。

（別添の記載例を基に別紙を使用して作成願います。）

(3) 供託所（法務局）での手続について

① 供託書を供託所に提出する。

※ 窓口での待ち時間等が発生しないオンラインでの申請をおすす

めしますが、窓口で申請をする場合は支局にて専用用紙を配付い

たしますので、必要事項記載の上提出願います。

↓

② 供託所から、供託官の職印が押印された供託書正本及び保管金払込書

を受け取る（電子納付希望の場合は、受理決定書を交付します。）

※ 待ち時間は、１件の申請につき、おおよそ３０分です。

↓

③ ②で受け取った書類と供託金を、納入期日まで(１週間以内。告示日

の方が納入期日より早ければ、告示日まで)に日本銀行石巻代理店 (七

十七銀行石巻支店内）へ持参する。

※ 電子納付の場合、ゆうちょ銀行等のＡＴＭにおいて入金していただき

ます（ＡＴＭの種類によっては、振り込み手数料がかかります。）。

その後、法務局において供託書正本を交付します。

→受け取った供託書正本は、立候補届出の際に必要になりますので、

それまで紛失しないように保管してください。

(4) 日本銀行石巻代理店 (七十七銀行石巻支店内）での手続について

① (3)②で受け取った書類と供託金を窓口に提出する。
↓
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② 日本銀行石巻代理店から供託書正本を受け取る（供託書正本に受領印

が押印されます。供託金の払込みにより供託が成立します。）。

↓

③ ②で受け取った供託書正本は、立候補届出の際に必要になりますので、

それまで紛失しないように保管してください。

(5) 選挙供託事務の執務時間について

○法 務 局 ８：３０～１７：１５（平日）

８：３０～１７：００（告示日 ４月２０日）

○日銀代理店 ９：００～１５：００（平日）

９：００～１７：００（告示日 ４月２０日）

（告示日当日に供託する場合は、記載内容が変わり、また仙台法務

局石巻支局のみの取扱いとなりますので、ご注意ください。）

３ 供託物払渡請求手続（供託金の取戻し）について

○（法定得票数に達した場合）

「選挙供託」の供託金の取戻しは、５月１３日（火）以降となります。

（取戻申請に添付が必要な「供託原因消滅証明書」が、選挙長（又は選挙管理委員会）から同日以降に発行されるため）

●（法定得票数に達しない場合）

供託金は没収されることから、取り戻しすることはできません。

(1) 払渡請求書の記載について（別添記載例５～８参照）

※ 記載例５・・・市長選挙（本人請求）

記載例６・・・市長選挙（代理人請求）

記載例７・・・議員選挙（本人請求)
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記載例８・・・議員選挙（代理人請求）

(2) 払渡請求書の添付書類等について

① 供託原因消滅を証する書面

取戻しを認める選挙長の証明書です。選挙の日から１４日を経過した

日以降の証明年月日でなければなりません

（今回の場合は５月１３日（火）以降の証明になります。）。

② 委任状

代理人による請求の場合のみ必要です。

（別添の記載例を基に別紙を使用して作成願います。）

(3) 供託金の取戻し方法について

銀行等の本人名義口座への預貯金振込によるものと、政府小切手によ

るものとがありますが、ほとんどの方が預貯金振込で受け取っています。

なお、代理人口座への預貯金振込の場合は、その旨の委任状（実印を

押印）と本人の印鑑証明書が必要となります。

※ 預貯金振込の場合、政府小切手による払渡の場合より大幅に待ち

時間が短縮されます（郵送による請求も可能です。）。

口座に振り込まれるまで、１週間程度かかります。

政府小切手による払渡の場合は、窓口で１時間程度お待ちいただ

き、その後、日本銀行石巻代理店にて換金していただくことになり

ます（換金できるのは日本銀行石巻代理店のみになりますので、御

注意ください。）。
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また、換金可能な時間帯は、９：００～１４：００までとなりま

す。

取戻しの請求が重なることから、窓口の混雑が予想されます。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「預貯金振込」での

受け取りに御協力願います。

４ 供託申請のオンライン申請について

上記の方法のほか、供託申請（払渡しを除く）については「登記・供

託オンライン申請システム」の供託かんたん申請を用いた方法も可能です。

供託金の納付はペイジーまたはインターネットバンキングを利用する

こととなります。詳細については別に配布しております資料を参照願いま

す。


